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　黒田さん：みらい先生、こんにちは。
　みらい：黒田さん、こんにちは。今年から海外勤務
と聞いていましたが、現地はどうですか？
　黒田さん：今年の２月からマレーシアに勤務しまし
たが、新型コロナの影響は大きいですね。現地でも在
宅勤務が多い日々です。日本に妻と子供を残してきた
ので、まだ心配は尽きないですね。
　みらい：そういえば出国する前にも相談がありまし
たが、納税に関する手続きは大丈夫でした？
　黒田さん：『納税管理人の届出』ですよね？アドバイ
ス通り、インターネットで用紙をダウンロードして作
成しました。管理人は妻にして税務署に提出しました。
　みらい：問題ないですね。不動産をお持ちなら固定
資産税が毎年来ますが、市町村への手続も済ませまし
た？
　黒田さん：はい、大丈夫でした。ちゃんと出国前の
年末調整も済ませました。あと数年前からアパート経
営もやっているので確定申告は毎年自分でやっている
のですが、海外転勤してからの確定申告は今回が初め
てになります。注意しないといけない点はあります
か？今年は大雨による洪水でアパートが浸水してしま
って、保険金が受け取れたのですが、それでもかなり
の被害が出てしまいました。
　みらい：海外勤務の期間は３年でしたよね？それな
らば日本の税法上は非居住者になります。ただしアパ
ート経営による収入は国内源泉所得に該当するので、
不動産所得の分だけ日本で確定申告する必要がありま
す。
　黒田さん：今年の水害による損失はどのように扱わ
れますか？
　みらい：ちなみに貸付しているアパート経営の規模
を教えてもらえますか？部屋数はいくつありますか？
　黒田さん：１棟のみで８室のアパートです。
　みらい：それならば事業的規模に該当しないので、
次の２つのうちから有利な方を選択できます。まずは

損失金額を不動産所得の必要経費に計上する方法です。
また災害による損失によって受け取った保険金がある
場合は損失金額から控除します。この場合控除できる
損失金額は、不動産所得の金額が限度になります。つ
まりマイナスになって他の所得と合算することはでき
ません。
　黒田さん：私の場合、日本では不動産所得しかない
ので、どんなに被害が大きくても所得は０までにしか
ならないということですね？
　みらい：その通りです。そしてもう一つが雑損控除
といいまして、災害によって生じた損失額のうち一定
額を所得から控除する方法です。ちなみに損害金額や
保険金などはわかりますか？
　黒田さん：はい、水害後の現状復旧費用で300万円
かかり、そのうち保険金で100万円が補填されました。
　みらい：その場合であれば雑損控除として控除され
る金額は災害による損失300万円―保険金で補填され
る金額100万円―５万円＝195万円になります。損失
額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれなか
った金額は、翌年以降３年間繰り越すことができます。
　黒田さん：それならば翌年以降も不動産所得の確定
申告をするので、雑損控除を使った方が節税になりそ
うですね。いろいろとありがとうございました。
　みらい：また困ったことがありましたらいつでもご
相談くださいね。
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